
■中間評価報告書（案）からの主な変更・追加項目 

１．新たに国から示された評価方法による見直し 

１）各効果項目の評価は、関係するアンケートや自己評価等を評価判定式（判定対

象（分子）組織数/ 全対象（分母）組織数）による結果から総合的に判断してい

るが、活動組織の全てが行う活動と一部の組織のみが行う活動があることから、

評価判定式の全対象（分母）組織数の見直しを行った。 

（見直し例） 

 ○当初  

  １５ （効果のあったと回答した組織数） 

  ３６ （アンケートを回答した全組織）  

 ○見直し後  

  １５ （分母の中で効果のあったと回答した組織数） 

  ２５ （活動をした組織に限定）  

 

２）各効果項目の評価に対応するアンケートや自己評価等の項目が変更されたこと

による見直しを行った。 

３）今年度９月に実施した調査結果を評価判定資料に追加した。 

  H28年度「多面的機能支払交付金の効果等に関する実態調査（市町村）」 

 

２．上記見直しによる総合評価の変更箇所 

・評価の変更箇所（評価根拠の抜粋は別紙のとおり） 

 効果項目 評価の修正 

１  (１)地域資源の保全管理  ①農地の保全管理 

農業者の保全管理作業に係る負担の軽減により、適切な保全管理が可能 

a→ｂ  

２  (１)地域資源の保全管理  ②農業用施設の機能維持 

異常気象等による被害の拡大等の抑え、災害が発生した場合でも迅速な対

応が可能 

 

ｃ→ｂ 

３  (１)地域資源の保全管理  ③地域資源の保全管理体制の維持・強化 

集落間や集落内で協力して行う取組や非農業者が参画する取組が増加す

る等、地域資源の保全管理のための体制が強化 

 

ｃ→ｂ 

４  (２)農村環境の保全・向上 

伝統的な農業技術や農業に由来する行事、伝統文化の継承・復活 

ｄ→ｃ 

５  (４)農村地域の活性化 

集落の枠を超えた話し合いや活動等が増え、集落間の交流が活性化 

ｄ→ｃ 

資料２－１ 

＝ ４２％ 

＝ ６０％ 



・評価区分 

a 取組組織の８割程度以上で効果が発現 

b 取組組織の５割程度以上８割程度未満で効果が発現 

c 取組組織の２割程度以上５割程度未満で効果 

d 取組組織の２割程度未満で効果が発現 

 

３．「取組の推進に関する課題や今後の取組方向等」への追加項目 

 １）広域組織化の推進に関する課題と提案 

  ・課題 

広域組織推進にあたり組織の設立に向けた既存組織への説明会の開催、アンケ

ートの実施、運営委員会の設立など急増する市町の業務に対する支援がないこ

とが、広域組織化への阻害の要因となっている。 

・提案 

広域組織化を目指している市町に対し、推進交付金の重点配分を行う等の支援 

 ２）制度に対する提案 

  ・環境保全の取り組み拡大や活動継続支援を目的とした、学識者や環境保全に取

り組む活動団体が参画する広域推進組織への支援 

  

４．地域事例の追加 

（１）地域資源の保全管理 

    水土里を守る会新旭地区（高島市） 

（２）農村環境の保全・向上 

    魚のゆりかご水田協議会（東近江市栗見出在家町） 

（３）農業用施設の機能増進 

    中在寺農村環境保全向上委員会（日野町） 

（４）農村地域の活性化 

    白王町鳰の会（近江八幡市） 

（５）構造改革の後押し等地域農業への貢献 

    小佐治環境保全部会（甲賀市) 

（６）滋賀県独自の取組 

    小中之湖地域環境保全会（近江八幡市・東近江市） 



滋賀県中間評価書　評価根拠（変更箇所抜粋） 　

アンケート・自己評価項目 設問内容

【当初】
結果（％）
※設問に
対して「は
い」の割合

【見直後】
結果（％）

総合評価 備考

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の1

本交付金がなければ、農業者の保全管
理作業に係る負担が増大し、適切な保
全管理が難しくなるか。

89 91

H28活動組織自己評価
Ⅰ農地維持支払
（３）の７

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・担い手農家や法人等の負担軽減。

38 39

 H28市町評価
 Ⅰ農地維持支払
（ ５） の１

「地域資源 の適切 な保全管理 のための
推進活動」 に取 り組 むことにより効果 が
 あったか。

 ・共同活動 により地域資源 が適切 に保
全管理 され、遊休農地 の発生 が抑制 さ
 れている。

89
※

評価判定
外

H27活動組織アンケート
Ⅲ問9(3)

排水路の泥上げやため池の点検・補修
など、多面的機能支払交付金により継
続的に施設の維持管理を行う活動が、
異常気象時における被害減少や早期復
旧に役立っていると思うか。

83 83

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の5

本交付金がなければ、異常気象等への
対応が遅れ、被害が生じたり、復旧が遅
れたりすると思うか。

42 60

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の４

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・連絡網の整備や避難訓練など、地域
住民の防災・減災に対する意識の向
上。

17 60

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の１０

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・自然災害や二次災害による被害の抑
制・防止。

13 40

 H27活動組織 アンケート
 Ⅰ問( ４-２)

「 ２．広域活動組織以外 の活動組織」 と
回答 した組織 が対象

今後、広域活動組織 へ移行 することを
検討 しているか。

25
※

評価判定
外

 H27活動組織 アンケート
 Ⅱ問2

活動組織 の事務手続 きについて

 ・活動組織 の事務 は誰 が行 っているか。
 ・事務 を「外部 に委託 およびアルバイト
（活動組織 が雇用）」 している組織 にお
 いて、 どのような機関 または人 に委託 し
 ているか。

【回答結果】
事務 は９割以上 が活動組織 の構成員、
委託先 は土地改良区 や構成員以外 の
個人

8
※

評価判定
外

H27活動組織アンケート
Ⅱ問5

活動組織の設立前と設立後の活動への
参加者数の変化及び設立以降、多面的
機能支払に取り組む中での活動参加者
数の変化について、活動区分ごとに回
答すること

【評価判定式】対象（１）（２）
活動参加者の変化において、増加して
いる結果の割合

－ 50

H27活動組織アンケート
Ⅱ問6

地や農業用水路等の保全活動に関し
て、参加状況などから判断して、農業者
及び非農家それぞれについて、意識が
高いと思われる方はどの程度いると思う
か。活動組織設立前と現在で、回答する
こと。

【評価判定式】対象：長寿命化取組組織
農業者および非農業者の農業施設保全
の意識の高さが現在「４．大半」及び
「５．ほぼ全員」と回答した組織

－ 50

H27活動組織アンケート
Ⅱ問7

あなたの地域では、集落間で話し合った
り、共同で活動したりするなどの集落間
の連携がを行っているか。活動組織設
立前と現在のそれぞれ回答すること。

【評価判定式】
評価対象組織を活動組織設立前に「本
交付金の取組内容のみならず、その他
の連携が図られていなかった組織」と
し、現在が「連携が図られている」と回答
した割合

－ 57

No

①

②

③

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートの評価対象組織や評価
判定式を見直し、総合評価の
修正を行う。

　　　　　　ｃ　→　b

集落間や集落内で
協力して行う取組や
非農業者が参画す
る取組が増加する
等、地域資源の保
全管理のための体
制が強化

ｃ

↓

ｂ

広域活動組織への移行はあ
まり検討されておらず、集落間
で話し合ったり、集落間の連
携もあまり多くないことから「c」
評価とした。

都道府県中間評価
書における
効果項目

国が実施したアンケート・自己評価結果

修正方針
および

補足説明

ｃ

↓

ｂ

排水路の泥上げやため池の
点検・補修などの基礎的な活
動が、異常気象時における被
害減少や早期復旧に役立って
いるとの認識はあるが、連絡
網の整備や避難訓練など地
域住民の防災・減災に対する
意識向上が薄いため「ｃ」評価
とした。

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直し、総合評価
の修正を行う。

　　　　　　　ｃ　→　b

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直し、総合評価
の修正を行う。

　　　　　　a　→　b

異常気象等による
被害の拡大等を抑
え、災害が発生した
場合でも迅速な対
応が可能

農業者の保全管理
作業に係る負担の
軽減により、適切な
保全管理が可能

ａ

↓

ｂ

活動組織の自己評価では負
担軽減に効果が限定的である
との結果であるが、活動組織
のアンケート結果および市町
では効果が非常に高い評価と
なっているため「ａ」評価とし
た。



滋賀県中間評価書　評価根拠（変更箇所抜粋） 　

アンケート・自己評価項目 設問内容

【当初】
結果（％）
※設問に
対して「は
い」の割合

【見直後】
結果（％）

総合評価 備考
No

都道府県中間評価
書における
効果項目

国が実施したアンケート・自己評価結果

修正方針
および

補足説明

 H28活動組織自己評価
 Ⅰ農地維持支払
（ ２）

 あなたの組織 が、活動計画書「 Ⅲ活動
 の計画」 に定 めた「地域資源 の適切 な保
全管理 のための推進活動」 について、平
成27年度 までの取組状況 に該当 するも
 の

【回答結果】
「関係者間 で地域 の現状 や目標 を共有
 できた」 が最 も多 く約 ８割、次 いで「課題
解決 や保全管理 の方法(体制 や役割分
担等） を検討」、「目標 に向 けた課題 を整
理 できた」 が続 いている

－
※

評価判定
外

H28活動組織自己評価
Ⅰ農地維持支払
（３）

あなたの組織が行った「地域資源の適
切な保全管理のための推進活動」に
よって、その活動を取り組まなかった場
合と比べて、効果が現れている、又は現
れることが見込まれているか。

６．農地・水路等を保全管理する人材の
確保

34 63

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の9

本交付金がなければ、伝統的な農業技
術や農業に由来する行事、伝統文化が
継承されにくくなると思うか。 8 50

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の１３

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・伝統農法・文化の復活や継承を通じた
農村コミュニティの強化。

11 43

H27活動組織アンケート
Ⅱ問7

あなたの地域では、集落間で話し合った
り、共同で活動したりするなどの集落間
の連携を行っているか。活動組織設立
前と現在のそれぞれについて回答する
こと。

【評価判定式】
設立時には連携が図られておらず、現
在は図られている組織の割合

- 29

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の12

本交付金がなければ、近隣の集落等が
協力して行う取り組みが減少し、連携が
弱まると思うか。 11 50

④

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートの評価対象組織や評価
判定式を見直し、総合評価の
修正を行う。

　　　　　　　ｄ　→　ｃ

集落の枠を越えた
話し合いや活動等
が増え、集落間での
交流が活性化

ｄ

↓

ｃ

集落間の連携は設立前に比
べ、若干増加傾向にあるが、
本交付金による効果があまり
認められないため「d」評価とし
た。

⑤

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直し、総合評価
の修正を行う。

　　　　　　　ｄ　→　c

伝統的な農業技術
や農業に由来する
行事、伝統文化の
継承・復活

ｄ

↓

ｃ



中間評価のスケジュール(案)

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

活動組織⇒市町村⇒都道府県⇒国：５月末
　　　　　　　　　 熊本地震被災地　国：７月末

活動組織⇒市町村⇒都道府県⇒国：８月19日

・第三者委員会による中間評価の実施

　　効果の評価、課題の整理

　　　実施状況・自己評価の分析

　　　事例調査、実態調査等の実施

　　　市町村による活動組織の取組評価の整理

・中間評価の報告（⇒国へ報告：10月6日、1月31日）

・第三者委員会による中間評価の実施

　　効果の評価、事業の仕組みの評価、課題等の整理

　　　実施状況・自己評価の分析

　　　効果モデルの事例調査等の実施

　　　活動組織の地域類型区分調査の実施

　　　推進組織・市町村・都道府県調査の実施

　　　活動組織追加調査

　　　都道府県による中間評価の整理

　中間評価のとりまとめ

H29H28

H27
実施
状況
報告

H27
自己
評価
試行

中
間
評
価

国

都
道
府
県

作業項目

地区選定 調査実施 分析

分析データの精査

調査の補足

H29年度上半期公表

依頼

都道府県の第三者委員会による中間評価

活動組織→市町村

市町村→都道府県

都道府県→国

活動組織聞き取り

市町村→都道府県 報告市町村による評価

都道府県→国 報告

報告書（案）提出 報告書提出依頼

H27実施状況（概数値）・効果の評価

WG検討

クロス分析 自己評価の分析

調査票作成 調査実施 分析

調査票作成 分析調査実施

調査実施 分析

熊本県→国

熊本 市町村→都道府県

熊本 活動組織→市町村

H27実施状況（詳細分析））

・効果の評価（追加調査・精査）
都道府県中間評価

・事業の仕組みの評価等

整理 整理

中間評価に向けた

効果、課題の整理

中間評価の骨子案

8/4 10/6 1/31

7/305/3

8/19

3 /11

w216631
テキスト ボックス



 

 

             

              下線が修正部分  

多面的機能支払交付金  滋賀県中間評価報告書  

 

第１章  取組の基本方針  

 

 １．基本的な考え方  

 農村地域における近年の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下によ

り、地域の共同活動によって支えられてきた農用地、水路、農道などの地域資源の保全

管理に対する今後のあり方が懸念されるところである。  

一方で農業・農村は、食料生産の場だけでなく、水源かん養、洪水防止、景観形成、

保健休養、文化の伝承、国土保全、生物の保全などの多面的な機能を有している。これ

らの機能発揮に対する県民の要請を踏まえ、本県では、平成 19 年度から滋賀らしい農

地・水・環境保全向上対策として、農地、水、自然環境など農村をまるごと保全する「世

代をつなぐ農村まるごと保全向上対策（以下、「対策」という）」を開始し、共同活動

による地域資源や農村環境の保全のための取組を支援してきた。  

今後さらに、滋賀らしい農村の持続的発展のために、地域ぐるみによる農村資源の保

全や集落を支える取組を一層進めていく必要があることから、地域の共同活動に係る支

援を行うとともに、地域資源の適切な保全管理を推進し、次世代に本県の農業・農村が

引き継がれるよう後押しすることを基本的な考えとするものである。  

 

 ２．農地維持支払に関する事項  

（１）地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定  

①  地域活動指針策定における基本的考え方  

多面的機能支払交付金実施要領（以下、「実施要領」という。）別記１－２の国

が定める活動指針に準じるものとする。  

②  地域活動指針に基づき定める要件設定の基本的考え方  

実施要領別記１－２の第２の１  

ア．地域資源の基礎的保全活動  

(1) 機能診断・計画策定  実施要領と同じとする。  

(2) 実践活動  実施要領と同じとする。  

(3) 研  修   次のとおりとする。  

・活動期間中に１回以上推進協議会が開催する研修会に活動組織の構成員が受

講し、その内容をその他の構成員と情報共有して活動に反映させることとす

る。  

イ．地域資源の適切な保全管理のための推進活動  

(4) 地域資源の適切な保全管理のための推進活動  実施要領と同じとする。  

③  国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項等  

ア．地域資源の基礎的保全活動  

 なし  

イ．地域資源の適切な保全管理のための推進活動  

 なし  

資料２－２  

 修正案 



 

④  農地維持支払交付金に関する地域活動指針及び同指針に基づき定める要件  

滋賀県の農地維持支払交付金に関する地域活動指針及び同指針に基づき定める

要件は、別紙１のとおりとする。  

 

（２）交付単価  

①  基本的考え方  

単価設定は、資源密度を考慮して、国の基本単価に 7.5 割を乗じる。  

②  農地維持支払交付金の交付単価  

 

地目  

国の農地維持支払交付

金の 10 アール当たりの

交付単価  

国 の 農 地 維 持 支 払 交 付 金

と 一 体 的 に 地 方 公 共 団 体

が 交 付 す る 交 付 金 を 加 え

た交付金の 10 アール当た

りの交付単価  

田     １，１００円      ２，２００円  

畑       ７５０円      １，５００円  

草地         ９０円        １８０円  

 

（３）交付金の算定の対象とする農用地  

多面的機能支払交付金実施要綱（以下、「実施要綱」という。）別紙１の第３の１

および２に準じるものとし、その取扱いは次のとおりとする。  

○交付対象農用地は、原則として農振農用地区域内農用地とするが、以下の農振農用

地区域外農用地を含めることができる。  

・活動期間中、一つの活動組織が、農振農用地区域内農用地と一体的に水路・農道

など施設の保全管理活動を行うことにより、活動区域内農用地全体の多面的機能

の発揮に資すると認められる農用地。  

（４）その他必要な事項  

 なし  

 

 ３．資源向上支払（共同）に関する事項  

（１）地域活動指針の策定、同指針に基づき定める要件の設定、交付単価等  

①  地域活動指針策定における基本的考え方  

実施要領別記１－２の国が定める活動指針に準じるものとする。  

②  地域活動指針に基づき定める要件設定の基本的考え方  

実施要領別記１－２の第２の２  

ア．施設の軽微な補修  

(1) 機能診断・計画策定  実施要領と同じとする。  

(2) 実践活動  実施要領と同じとする。  

(3) 研  修   次のとおりとする。  

・活動期間中に１回以上推進協議会が開催する研修会に活動組織の構成員が受

講し、その内容をその他の構成員と情報共有して活動に反映させることとす

る。  

イ．農村環境保全活動  

計画策定および啓発・普及は、実施要領別記１－２の第３の２の (２ )と同じとす

る。  



実践活動については、生態系保全と水質保全を必須の活動項目とする。  

 

・生態系保全は、別紙２（ P12～ 13）の実践活動の７つの取組から毎年１つ以上

選択して取り組むこととする。  

・水質保全は、別紙２（ P14）の実践活動の「水田からの排水（濁水）管理」と

「水質モニタリングの実施・記録管理」には、必ず取り組むこととする。（下

記③イ．参照）  

なお、畑が認定農用地の７割以上占める場合は、これ以外の活動項目の中から

２つ以上選択して実施する。  

・その他の活動項目については活動組織の意向により、選択し実施するものとす

る。  

ウ．多面的機能の増進を図る活動  

実施要領別記１－２の第２の２の (5)と同じとする。  

 

③  国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項等  

ア．施設の軽微な補修  

  なし  

イ．農村環境保全活動  

 

区  分  活動内容の変更（追加）  

 活動指針の構成  実践活動  

テーマ  【標準型】水質保全  

取  組  「水田からの排水（濁水）管理」、「水質モニタリングの実施・

記録管理」  

取組内容  ①「水田からの排水（濁水）管理」  

・水稲作付水田の全域で用水の節水管理や濁水流出止水板の適

正な管理などの排水量が削減される取り組みを行うこと。  

・溝畔の漏水状況を確認し、濁水が発生する場合には、水路溝

畔の漏水を防止するため、畦塗り機による補強や止水シート

などを設置すること。  

なお、畦塗り機による補強については、作業が早すぎると畦

に亀裂が入り、漏水防止効果が低下することので、３月中下

旬から４月初旬に行うことが望ましい。  

・溝畔の劣化、沈下による水田からの漏水が明らかな場合は、

別途、補修・補強を行うこと。  

 

②「水質モニタリングの実施・記録管理」  

・各集落に水守当番を設けること。  

・水稲作付水田の全域で水守当番により定期的（代掻き期３回、

田植え期１回）に排水路溝畔の漏水の有無の確認および対象

地域の実施状況の全体が把握できる下流域の 1 箇所以上にお

いて透視度調査（購入品利用、 30ｃｍ以上）を同日に実施す

るとともに、これら結果を記録すること。  

なお、溝畔からの漏水が確認された場合は、別途、補修・補

強を行うこと。  

 

活動要件  －  

 

 



区  分  テーマの追加  

 活動指針の構成  実践活動  

テーマ  【環境保全型】公共用水域の水質保全活動  

取  組  ①内湖や水質浄化池、浄化型水路の機能維持増進活動  

②水質保全を目的とした計画に基づく水の循環利用や節水管理  

取組内容  ①内湖や水質浄化池、浄化型水路の機能維持増進活動  

・水質保全対策事業などで整備した水質改善施設の機能を維持

増進させる取り組みを行うこと。  

・水質保全対策事業で整備した施設を対象とする場合は、対象

区域、内湖（一級河川除く）を管理する地域で活動組織を設立

し、「水質保全管理運営協議会」が活動組織の構成員として参画

すること。  

 

②水質保全を目的とした計画に基づく水の循環利用や節水管理  

・「環境こだわり水管理計画書」を作成し、水稲作付面積の概ね

８割以上の面積で取り組むこと。  

・通常の水準と比較し、用水節減割合を１０％以上とする。  

 

活動要件  ①、②の共通  

・「標準型」との単価差（水田の場合 500 円 /10a）以上に見合う

活動に取り組むこと。  

②水質保全を目的とした計画に基づく水の循環利用や節水管理  

・継続組織のみを対象とし、平成 28 年度までの適用とする。  

 

 

ウ．多面的機能の増進を図る活動  

  なし  

④  地域活動指針及び同指針に基づき定める要件    

滋賀県の資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）に関する地域  

活動指針及び同指針に基づき定める要件は、別紙２のとおりとする。  

 

（２）  交付単価  

①  基本的考え方  

交付単価は、標準型、環境保全型の 2 つの支援タイプを設けている。環境保全型は、

農村環境保全活動のテーマに追加して「公共用水域の水質保全活動」に取り組む。  

標準型の単価設定は、資源密度を考慮して、国の基本単価の継続単価（基本単価×

7.5 割）に 7.5 割を乗じる。環境保全型の単価設定は、国の基本単価の継続単価（基

本単価×7.5 割）とする。  

  

 

 

 

 

 

 



②  資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）の交付単価  

 

（３）  その他必要な事項  

     なし  

 

 ４．資源向上支払（長寿命化）に関する事項  

（１）地域活動指針に基づき定める対象施設や対象活動等  

①  基本的考え方  

・用水路  

農業水利施設のアセットマネジメントの一環として進めている機能診断（施設の状

況をＡ，Ｂ，Ｃの３段階評価  別紙・用水路の劣化度判定基準）を実施したうえで、

整備後 30 年を経過した地区で、最も劣化の進行しているＣ判定の用水路の割合の高

い地区から優先的に補修改修していくことにより施設の長寿命化の効果的な取組を

図る。  

・排水路  

「豊かな生きものを育む水田づくり」の拡大に向け、耐用年数 30 年を経過した排

水路の補修・更新と生態系を配慮した排水路の整備を一体的に行うものを「生物多様

性保全排水路」として位置づけ、整備できることとする。  

 

②  地域の状況に応じて追加する農地に係る施設や対象活動  

区分  対象施設  対象活動  取組内容  

項  

目  

の  

追  

加  

排水路  

 

「 豊 か な 生 き も の

を育む水田づくり」 

を 推 進 す る 施 設 の

設置  

排水路の補修更新にかかるいずれか

の取組を行った路線において、生きも

のが生息できる場所の確保（生息・生

育環境の確保）、水田と排水路と河川を

魚道でつなげる（移動経路の確保）な

ど、農地や農業水利施設などでも生き

ものがくらしやすい環境を整えていく

「豊かな生きものを育む水田づくり」

の推進する施設を一体的に行うこと。  

 

適用  
地

目  

国の資源向上

支払交付金（地

域資源の質的

向上を図る共

同活動）の 10

アール当たり

の交付単価  

国の資源向上支払交付金（地域

資 源 の 質 的 向 上 を 図 る 共 同 活

動）と一体的に地方公共団体が

交付する交付金を加えた交付金

の 10 アール当たりの交付単価  

標準型  

田   ６５０円      １，３００円  

畑   ４００円          ８００円  

草

地  
  ６０円          １２０円  

環境保全型  

田   ９００円      １，８００円  

畑   ５４０円      １，０８０円  

草

地  
   ９０円          １８０円  



 

③  対象施設・対象活動に関する指針  

滋賀県の資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）の対象施設・対象活

動に関する指針は、別紙３のとおりとする。  

（２）その他必要な事項  

       なし  

 

 ５．その他推進体制等  

（１）基本的な考え方  

本交付金による取組の推進にあたっては、農業団体、市町、県の連携により、実施

することが必要であることから、これらの団体から構成する滋賀県世代をつなぐ農村

まるごと保全推進協議会を中心に本対策を推進させていくものとする。  

 

（２）関係団体の役割分担  

①  滋賀県  

ア．法に基づく基本方針の策定  

イ．第三者機関の設置、運営  

本交付金の毎年度の実施状況の点検、活動組織の取組の評価などを行うため、

第三者機関として、滋賀県農村振興交付金制度審議会（以下、「審議会」という）

を設置する。  

この審議会が本交付金の実行状況の点検を行うとともに、本交付金の実施期間

において、活動組織の取組を評価し、必要に応じて、活動組織に対し指導・助言

を行うよう運営する。  

ウ．要綱基本方針の策定  

本対策の実施に関する要綱基本方針を策定する。  

エ．推進、指導  

(1)活動組織等への説明会（市町、協議会と連携）  

活動組織等を対象とした説明会を開催し、本交付金の実施に必要な事項につい

て、周知徹底を図る。  

(2)活動に関する指導、助言（市町、協議会と連携）  

活動組織に対し、適宜指導を行い、計画に位置付けられた活動などの適切な実

施を図る。  

(3)推進に関する手引きの作成（協議会と連携）  

本交付金の普及・推進を図るため、手引きを作成し、本交付金による取組の意

義などについて普及啓発に努める。  

(4)対象組織を支援する組織への支援（市町、協議会と連携）  

対象組織の事務手続きの支援、活動内容を高度化するための技術支援等などを

行う組織の特定非営利法人化に対して支援を行う。  

オ．交付・申請事務  

 (1)審査  

 市町長から県に提出された申請書等の審査を行う。  

(2)交付  

(1)に審査結果を確認し、市町長に対し、交付金の交付額等の通知、交付金の

交付を行う。  



②  市町  

ア．法に基づく促進計画の策定  

イ．事業計画の認定  

(1)指導・審査（協議会と連携）  

活動組織の作成する事業計画を審査するとともに、審査を行うに当たり、活動

組織に対し指導を行う。  

(2)認定  

(1)の審査結果を確認し、事業計画を認定する。  

ウ．広域協定の認定  

(1)審査  

広域活動組織の作成する協定を審査するとともに、審査を行うに当たり、広域

活動組織に対し指導を行う。  

(2)認定  

(1)の審査結果を確認し、広域協定を認定する。  

エ．実施状況確認  

(1)確認（協議会と連携）  

毎年度、本交付金の交付対象となる活動組織の活動の実施状況について、農村

振興局長が別に定めるところにより確認する。  

(2)報告  

(1)の確認結果を確認し、実施状況を県知事に報告する。  

オ．推進、指導  

(1)活動組織等への説明会（県、協議会と連携）  

活動組織を対象とした説明会を開催し、本交付金の実施に必要な事項につい

て、周知徹底を図る。  

(2)活動に関する指導、助言（県、協議会と連携）  

活動組織に対し、適宜指導を行い、協定に位置付けられた活動などの適切な実

施を図る。  

(3) 活動組織を支援する組織への支援（県、協議会と連携）  

活動組織の事務手続きの支援、活動内容を高度化するための技術支援などを行

う組織に対して支援を行う。  

カ．交付・申請事務  

(1)審査  

活動組織から提出された申請書等の審査を行う。  

(2)交付  

(1)に審査結果を確認し、活動組織に対し、交付金の交付額等の通知、交付金

の交付を行う。  

 

③  滋賀県世代をつなぐ農村まるごと保全推進協議会  

ア．事業計画の認定  

(1)指導・審査（市町と連携）  

活動組織の作成する事業計画（長寿命化）を審査するとともに、審査を行うに

当たり、活動組織に対し指導を行う。  

イ．実施状況確認  

(1)確認（市町と連携）  



毎年度、本交付金の交付対象となる活動組織の活動の実施状況について、農村

振興局長が別に定めるところにより書類の確認を行う。  

ウ．推進、指導  

(1)活動組織等への説明会（県、市町と連携）  

活動組織の代表者などを対象とした説明会を開催し、当該年度の本交付金の実

施に必要な事項について、周知徹底を図る。  

(2)活動に関する指導、助言（県、市町と連携）  

活動組織に対し、適宜指導を行い、協定に位置付けられた活動などの適切な実

施を図る。  

(3)推進に関する手引きの作成（県と連携）  

本交付金の普及・推進を図るため、手引きを作成し、本交付金による取組の意

義などについて普及啓発に努める。  

(4)活動組織を支援する組織への支援（県、市町と連携）  

対象組織の事務手続きの支援、活動内容を高度化するための技術支援等などを

行う組織の特定非営利法人化に対して支援を行う。  

   

（３）その他必要な事項  

なし  

 

  



第２章  取組の状況（平成２７年度）  

 １．取組実績  

 

 （１）市町村数  ：１９市町   割合  １００％  

 （２）活動組織数：８４９組織  

（広域活動組織含む）うち農地維持支払   ８４７組織  

  資源向上支払（共同）  ７９２組織  

  資源向上支払（ 長寿命化）  １１２組織  

 （３）取組面積  ：３７ ,０１４ ha（認定農用地面積）  

 うち農地維持支払      ３５ ,７６０ ha（交付対象農用地面積）  

  資源向上支払（共同）  ３４ ,５６５ ha（交付対象農用地面積）  

  資源向上支払（ 長寿命化）   ４ ,９９９ ha（交付対象農用地面積）  

 （４）対象施設数：水路  ７ ,９１１ｋｍ、農道  ４ ,１６７ｋｍ、ため池  ５９７ヶ所  

 （５）交付金額  ：１ ,４５７百万円  

 うち農地維持支払      ７７７百万円  

  資源向上支払（共同）  ４６３百万円  

  資源向上支払（ 長寿命化）  ２１７百万円  

 

 

 ２．多面的機能支払交付金から創設された活動項目の取組状況  

 

 （１）農地維持活動における「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」  

■活動を実施している活動組織数：  ８４７組織  

■評価実施組織数     ：  ９２組織（１割抽出）  

■市町村の評価結果    ：  「優良」１９組織、２１％  

「適当」７３組織、７９％  

「指導又は助言が必要」  ０組織  

「根本的見直しが必要」  ０組織  

            

 （２）資源向上活動（共同）における「多面的機能の増進を図る活動」  

■活動を実施している活動組織数：  ７９２組織  

■評価実施組織数     ：  ８４組織  

■市町村の評価結果    ：  「優良」２４組織、２９％  

「適当」６０組織、７１％  

           「指導又は助言が必要」  ０組織  

 

  



第３章  取組による効果  

 １．評価の視点と調査方法  

 

「地域資源の保全管理」              

「農村環境の保全・向上」            ・平成 27 年度全国活動組織調査 (３６組織 ) 

「農業用施設の機能増進」             ・平成 28 年度滋賀県活動組織調査 (９２組織 ) 

「農村地域の活性化」           ・ 2015 年農林業センサス概数値  

「構造改革の後押し等地域農業への貢献」  ・平成 28 年度交付金実態調査 (１９市町 ) 

「都道府県独自の取組」                ・平成 28 年度滋賀県活動組織調査 (９２組織 )



 ２．効果の発現状況  

 

  【評価区分】  

 ａ．ほとんどの組織で効果が発現している、又は、発現が見込まれる  

   （全体取組組織の８割程度以上で効果が発現している、又は、発現が見込まれ

る）  

 ｂ．大半の組織で効果が発現している、又は、発現が見込まれる  

   （全体取組組織の５割程度以上８割程度未満で効果が発現している、又は、発

現が見込まれる）  

 ｃ．一部の組織で効果が発現している、又は、発現が見込まれる  

     （全体取組組織の２割程度以上５割程度未満で効果が発現している、又は、発

現が見込まれる）  

 ｄ．効果の発現が限定的である、又は、発現の見込みが限定的である  

     （全体取組組織の２割程度未満で効果が発現している、又は、発現が見込まれ

る）  

 

 （１）地域資源の保全管理  

      ①農地の保全管理  

効果項目  

 

評価  

ａ  ｂ  ｃ  ｄ  

遊休農地の発生や面積拡大を抑制  □  ■  □  □  

病害虫の発生やゴミの不法投棄等の抑制により、営農への支障が

低減  

□  ■  □  □  

農用地での鳥獣被害が抑制  □  □  ■  □  

農業者の保全管理作業に係る負担の軽減により、適切な保全管理

が可能（評価を修正 a→ｂ）  

□  ■  □  □  

【補足】  

 

 

 

      ②農業用施設の機能維持  

効果項目  

 

評価  

ａ  ｂ  ｃ  ｄ  

農業用施設の機能が維持され、適切に保全管理  ■  □  □  □  

異常気象等による被害の拡大等の抑え、災害が発生した場合でも

迅速な対応が可能（評価を修正ｃ→ｂ）  

□  ■  □  □  

農業者による農業用施設の保全管理作業に係る負担が軽減  □  ■  □  □  

【補足】  

 

 

 

  



      ③地域資源の保全管理体制の維持・強化  

効果項目  

 

評価  

ａ  ｂ  ｃ  ｄ  

地域をまとめ、行動を起こすリーダーや役員が育成  □  □  ■  □  

集落間や集落内で協力して行う取組や非農業者が参画する取組

が増加する等、地域資源の保全管理のための体制が強化  

（評価を修正ｃ→ｂ）  

□  

 

■  

 

□  

 

□  

 

【補足】  

 

 

 

■総括  

・活動組織は多面的機能支払の交付金により農地や農業用施設の保全管理が適切にさ

れていると考えている。  

・活動参加者は全体でやや増加しており、土地持ち非農家と非農家が増、逆に農業者は

減少している。  

・農業者の減少の理由は農業者の離農および高齢化が原因。  

・事務の委託は少数で、大半が活動組織の構成員が担っているが、事務負担軽減のため

の組織の広域化を検討はあまりなされていない。  

・地域づくりのリーダーの後継者は半数以上がいるとの回答結果であったが、積極的に

後継者の育成を行っている組織は少数。  

 

 

 （２）農村環境の保全・向上  

効果項目  

 

評価  

ａ  ｂ  ｃ  ｄ  

地域の景観が保全・向上  □  ■  □  □  

地域の生態系や水質が保全・向上  □  ■  □  □  

伝統的な農業技術や農業に由来する行事、伝統文化の継承・復活  

（評価を修正ｄ→ｃ）  

□  □  ■  □  

活動に対する関心や理解、協力意識が向上  □  ■  □  □  

【補足】  

 

 

 

■総括  

・滋賀県は資源向上活動（共同）について、水質保全と生態系保全の２つのテーマに関

する活動を必須としているため、地域の生態系および水質の効果と取組に対する理解が

高いが、伝統的な農業技術や農業に由来する行事、伝統文化の継承については効果が限

定的である一部の組織での効果発現である。  

  



 （３）農業用施設の機能増進  

効果項目  

 

評価  

ａ  ｂ  ｃ  ｄ  

施設の長寿命化の活動により、農業用排水路等の機能が増進  ■  □  □  □  

長寿命化の活動に対する関心や理解、協力意識が向上  □  ■  □  □  

農業用施設の補修技術や知識が向上  □  ■  □  □  

農業者による農業用施設の日常の維持管理に係る負担が軽減  □  ■  □  □  

【補足】  

 

 

 

■総括  

・滋賀県は資源向上支払（長寿命化）の活動の対象を用排水路の整備後 30 年に限定し

ているため、農業用排水路については農業生産等に被害や影響が出ないよう計画的に整

備・更新されている状況である。  

・多面的機能支払交付金に取り組んでいる活動組織は、活動期間内に機能診断・補修技

術等の研修の受講を義務付けているため、地域資源（農地や農業用施設、農道など）の

保全管理に対する知識、補修等の技術力は農業者、非農業者ともに高くなっている。  

 

 

 （４）農村地域の活性化  

効果項目  

 

評価  

ａ  ｂ  ｃ  ｄ  

地域ぐるみの関わりが増えて地域活性が高まり、地域コミュニテ

ィの維持・強化  

□  

 

■  

 

□  

 

□  

 

集落の枠を超えた話し合いや活動等が増え、集落間の交流が活性

化（評価を修正ｄ→ｃ）  

□  □  ■  □  

【補足】  

 

 

 

■総括  

・地域ぐるみの活動機会や地域の活性に関する話合いの機会は多面的機能支払の活動に

取り組んでいない集落に比べ、かなり多いとの結果である。  

・近隣の集落等が協力して行う取り組みは活動組織設立前に比べ若干増加しているが、

全県的に集落間の連携や交流は限定的一部となっている。  

 

  



 （５）構造改革の後押し等地域農業への貢献  

効果項目  

 

評価  

ａ  ｂ  ｃ  ｄ  

担い手農家等への農地集積に向けた取組が推進  □  □  ■  □  

農業の担い手の育成が推進  □  □  ■  □  

取組が契機となり、新たな生産品目の導入、経営の複合化、６次

産業化等の取組が推進  

□  

 

□  

 

□  

 

■  

 

大区画化等の生産基盤整備に対する意識の向上  □  ■  □  □  

【補足】  

 

 

 

■総括  

・多面的機能支払交付金の取組が集落営農組織の設立や農業生産基盤整備の実施に向け

た話し合い等のきっかけになっている。  

・新たな生産品目づくり、農業経営の複合化、地産地消に対しての多面的機能支払交付

金の効果は限定的である。  

 

 （６）滋賀県独自の取組  

効果項目  

 

評価  

ａ  ｂ  ｃ  ｄ  

公共用水域の水質保全活動に対する効果  ■  □  □  □  

【補足】  

滋賀県は資源向上活動（共同）について、標準の活動に加え下記２項目の公共用水

域の水質保全活動のうち、どちらかに取り組んだ場合、環境保全型として単価設定

（標準型に水田の場合 500円 /10aを上乗せ）している。  

①内湖や水質浄化池、浄化型水路の機能維持増進活動  

②水質保全を目的とした計画に基づく水の循環利用や節水管理  

 

 

■総括   

・水質保全事業で整備した浄化池が浚渫などの共同活動を通じて、集落で名前を付けた

り、小学生を対象とした生きもの観察会の会場となるなど地域に無くてはならない施設  

となっている。  

・節水に対する意識が向上し、電気料金の値上げに対しても農家負担の軽減になってい

るなどの効果が報告されている。  

 

  



第４章  地域資源の保全活動に関する普及・啓発  

 

・多面的機能支払交付金の対象活動組織による地域資源の保全活動を、定期的に推進協議会

の広報誌（まるごとだより）に掲載し、活動組織に対する啓発活動を実施した。（発行部

数： 10,000 部×4 回、各活動組織や市町関係課等あて郵送やメール便等で配布）  

・県内の対象組織に対し、研修会等の場で地域資源の適切な保全を地域ぐるみで取り組むこ

とに対する検討を実施するよう指導した。（ 4 支部で実施）  

・「人・生きものにぎわう農村フォーラム２０１６」として、「滋賀の農村の宝を見つめ直

す」をテーマに大和田順子氏の基調講演、及び滋賀大学と滋賀県立大学生による食をテー

マとした演劇を実施した。県内各地より約１９０人の来場を得た。  

・県内在学または在住の小学５年生を対象にした絵画コンクールと県内の農村地域を対象と

したフォトコンテストを実施し、上記のフォーラムで入賞作品の展示会および表彰を行っ

た。（絵画コンクール応募点数：５９８点、フォトコンテスト応募総数：８７点）  

 

 

第５章  取組の推進に関する課題や今後の取組方向等  

 １．課題と今後の取組方向  

 

・活動組織の取り組みによる「地域資源の保全管理」や「農村環境の保全・向上」および「農

業用施設の機能増進」の効果発現が高かった。  

・「集落間の交流」や「新たな生産品目づくり」および「農業経営の複合化」に対しての効

果発現が低いことから、今後は「地域戦略指針」を活用した集落での農業農村の目指す姿

についての話合いを進めていく中で、農業の担い手の育成や６次産業化等の取組を推進し

ていく。  

・現在、本県の取組のカバー率は７２％と全国上位３番目であるが、近年の取組面積の増加

は鈍化しており、将来にむけ更なる地域資源の保全と多面的機能の維持・発揮を図るため、

広域組織化を推進して、取組の拡大を図る。しかし、推進にあたっては広域組織設立に向

けた既存組織への説明会の開催、アンケートの実施、運営委員会の設立など急増する市町

の業務に対する支援がないことが、広域組織化への阻害の要因となっている。  

 

 

 ２．制度に対する提案等  

 

・滋賀県は資源向上活動（共同）について、水質保全と生態系保全の２つのテーマに関する

活動を必須としており、その他の農村環境保全活動や多面的機能の増進を図る活動に取り

組んでも交付金が増額されないため、活動団体の取組意欲が高まらない。  

活動組織に対してより高度な取組への誘導を図るためにも、平成２８年度限りである「高

度な農地・水の保全活動支援」のような、取り組む活動項目数に応じた交付単価の引き上

げ措置および環境保全の取り組み拡大や活動継続支援を目的とした、学識者や環境保全

に取り組む活動団体が参画する広域推進組織への支援を提案する。  

 ・広域組織化を目指している市町に対し、推進交付金の重点配分を行う等の支援を提案する。 

   



○ 水稲の栽培が主たる作物の本地域にお
いて、５月６月になるとコイやフナが琵琶湖
から田んぼに遡上し、産卵している光景が
当たり前のように見られ、子どもたちは食事
のおかずとして魚つかみをしていた時期も
あったと聞いている。

しかし、ほ場整備による乾田化のため、田
んぼと排水路に落差をつけたため、魚が上
れなくなり、魚の産卵、未成魚時期のゆりか
ごとしての機能が失
われたと考えられる。

○ また、・・・・・・・・・・・。 そこで、地域の原
風景でもある、田ん
ぼの多面的機能を
体験し、生態系保
全に向けた取組に
ついて地域住民と
共に考える。

○ 水田の持つ生物多様性を地域住民にも理解して頂き、適正な草刈、泥上げといった豊かな自然環
境を保全するための活動への参加や地産地消など非農家にも出来る活動として、自然観察会を実施
している。

○ 観察会は、H19年度から休耕田を活用した調査地で毎年開催し、琵琶湖から産卵のために遡上する
魚類、植生を調査し外部から招いた専門家による種の判別や生活史などの説明を受けている。

○ 調査の結果、絶滅が危惧されている種が見つかり、稚魚も多数生息していることから生態系の保
全に向けた繁殖場所周辺の環境保全について地域ぐるみの動きが始まっている。

水土里を守る会新旭地区（滋賀県高島市）

活動開始前の状況や課題

○ Ｈ１９年４月、遊休農地の管理を兼ねて隣
接する水路を堰上げし田んぼに水を入れた
ところ、数時間でフナが遡上するのを確認で
きたので、関係集落を経由して子供会等に連
絡し、観察会を実施した。

○ 観察会では、フナ、ナマズ、アメリカザリガ
ニなどと共に、専門家による同定の結果、
絶滅危惧種に指定されているドジョウも見つ
かっている。

○ 琵琶湖周辺では、観察できる動植物の種
類が豊富で、他府県の大学からも調査研究
のため周辺で活動している者も多い。毎年開
催している観察会ではその方達に講師をお
願いし、参加している地域の大人や子どもた
ちにも解りやすく生態系保全の大切さを説明
している。

取組内容

○ 観察会で絶滅危惧ⅠＢ類に属するドジョウが
発見されたことで、注目すべき種として位置づけ
生きものの生息状況のモニタリング調査を行って
おり、発見当時に比べ個体数の増加が見られる。

○ 観察会は、１０年間で２１回開催し、大人845人、
子供716人、観察スタッフ579人が調査に参加した。

○ 近年では、生きものの保全に向けた関心が高ま
り、持ち去り防止のための監視、適正な草刈活動
の複数回実施など、広域活動組織での取組が行
われるようになってきている。

平成２８年６月開催の観察会集合写真

取組の効果

休耕田を活用した生態系保全の推進
【地区概要】
・取組面積 493ha （田492ha、畑1ha）
・資源量 開水路 44.1km、

農道 54.0km
・主な構成員 自治会、農業者、

子供会、婦人会等
・交付金 約23百万円（H28）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

み ど り しんあさひ たかしま

平地農業地域

機密性○情報 ○○限り

○ 本地域はびわ湖に面し、かつて
はフナ、ナマズ等が水田に遡上・
産卵し、生育後湖に回帰していた。

○ しかし、用排分離による水田と
排水路の段差の出現により遡上が
困難となり、この循環が消滅。

〇 びわ湖のフナ、コイ等の稚魚は、
ブラックバス等の外来魚の餌とな
り、激減。

○魚のゆりかご水田協議会は、びわ湖及び水田における生物多様性の再生を目指し、平成18
年度からモデル事業により「魚のゆりかご水田プロジェクト」の活動を開始。

○びわ湖固有のニゴロブナやナマズが田んぼまで遡上できる施設を造ることにより、多くの
稚魚が田んぼで大きく育ち、びわ湖に帰って行くという循環システムの再生が行われた。

○この活動を通じて、住民等のコミュニケーションが一層深まり、地域を担う次世代の育成
が図られるとともに、「魚のゆりかご水田米」のブランド化が行われた。

魚のゆりかご水田協議会（滋賀県東近江市）

活動開始前の状況や課題

○ 水田魚道や水路魚道を設置し、
ニゴロブナ等の在来魚がびわ湖から
水田に遡上できるよう整備。

〇 大学や民間企業と連携して、次世
代を担う子供たちに対し、生き物観
察会や地元食材による食育を実施。

取組内容

○「ゆりかご」である水田で成長できる
ようになったため、ニゴロブナ、ナマ
ズ、コイ等、びわ湖固有の生物が復活。

○ 県内の大学や近隣の民間企業等も交
えた観察会等の実施により、子どもは
じめ地域の環境に対する意識が向上。

○ 農薬を半減した環境こだわり米「魚
のゆりかご水田米」をブランド化。

○ 地元酒蔵メーカーと連携し独自の酒
米を栽培するなど、地域連携による六
次産業化が促進。

取組の効果

魚のゆりかご水田プロジェクトによる生態系保全の推進
【地区概要】
・取組面積64ha （田60ha、畑4ha）
・資源量 開水路5km、

パイプライン8km、
農道4km

・主な構成員 自治会、老人クラブ
婦人会、子ども会等

・交付金 約5百万円 （H28）
農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）
高度な農地・水の保全

さかな すいでんきょうぎかい ひがしおうみ

平地農業地域

w216631
テキスト ボックス
資料２－３



機密性○情報 ○○限り

○ 滋賀県東南部に位置する中山間地域の水田地帯。近年、農家戸数の減少・高齢化、有害
鳥獣被害の増加や米価の低迷等により、生産意欲の低下が深刻化。

○ 農業生産のための諸環境の整備と農地の多面的機能等の維持向上を目指し、H20年度から
水路・農道・農用地等の維持管理や、潤いのある農村環境整備に向けて集落の全員参加を
基本に事業を実施。またH27年度から資源向上支払交付金（施設の長寿命化）の事業を実施。

中在寺農村環境保全向上委員会 （滋賀県日野町）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

農業用施設の機能増進の推進
【地区概要】
・取組面積44ha （田42ha、畑2ha）
・資源量 開水路9km、

パイプライン0km、
農道5.3km

・主な構成員 自治会、婦人会、
女性会、老人会、土地改良組合
・交付金 約3百万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同、長寿命化）

○ 破損・不陸等の不具合がある農業
用水路（開水路）の改修・不陸整正工事
により、漏水防止・用水や泥の滞留が解
消され、適切な農業用水機能が回復。

○ H20年度から水路・農道・農用地等の
維持管理や、潤いのある農村環境整備に
向けて集落の全員参加を基本に事業を実
施。

○ H27年度から3年計画で、農業用水路
（開水路）の老朽化に伴う破損個所の改修、
不陸整正を計画的に実施。

なかざいじのうそんかんきょうほぜんこうじょういいんかい ひの

中間農業地域

○ 近年、活動区域内（集落）での
農家戸数の減少・農業従事者の高
齢化・有害鳥獣被害の増加や米価
の低迷等により、生産意欲の低下
が深刻化。

○昭和５０年代後半に、ほ場整備事
業により整備した農業施設の中でも、
特に農業用水路（開水路）の老朽化
に伴う破損や、不陸の不具合が発
生し、その改修が大きな課題。

○農家戸数の減少・高齢化や米価
の低迷等により、施設改修のために
農家が新たな投資を行う合意形成
は整いにくく、改修方法等に関して
対応に苦慮。

【水路の泥上げ】

【施設の点検】

【漏水防止のた
めの目地補修】

【破損用水路の
交換改修工事】

施工済み延長
水路更新(交換改修工事) UF350～UF500 L=28m
水路補修(旧品利用による据直し) UF400 L=52m
水路補修(目地補修) UF600 L=300m

計 L=380m

機密性○情報 ○○限り

○ 本地域は、琵琶湖東岸に位置する
水田地帯である。琵琶湖の内湖の１つで
ある西の湖に浮かぶ島状の田「権座」も
営農活動を続けている。

○ 本地域の水田の大半は、ほ場整備後
１５年経過し、施設の老朽化が進むとと
もに、農業者も高齢化し、これらの施設の
保全管理に苦慮している。

○ また、西の湖や琵琶湖の保全のため、
水質保全をはじめ環境に対する地域住
民の意識の向上を図る必要があった。

○ このため、H１９年から農地・水・環境
保全向上対策の取組を開始し、地域ぐる
みで水路等の保全管理と水質保全活動
を実施。

○本地域は、琵琶湖東岸に位置する水田地帯である。本活動組織は、集落営農組織と連携し、
施設保全や環境保全、景観保全等を通じ地域や都市部との交流活動を実施している。

○権座の視察、田植え体験、地産地消などの都市農村交流活動を通じ、地域資源や地域環境に
関する意見交換を行うことで、地域住民の意識の向上に繋がっている。収穫感謝祭等のイベ
ントも実施しており、年間のべ５００人以上の参加者がある。

○また、地域において「自らの手で資源を保全する」という意識が高まり、また、地域で生産
する農産物のブランド化や商品開発に成功する等、地域が活性化した。

白王町鳰の会（滋賀県近江八幡市）

活動開始前の状況や課題

○ 資源向上支払（共同）の活動により、
権座地区で田植え体験やサツマイモの
栽培などの学校など教育機関との地域
交流事業を実施ししている。

○ 営農組合等と連携し学校など教育機関
との連携のみならず、権座の視察や地産
地消の昼食会、収穫感謝祭など都市部と
の交流活動を実施している。

○その他、農業経営などの視察団体を受け
入れ、意見交流も実施している。

取組内容

○ 「景観保全は農業振興の基本の上に
成り立っている」意識が高まった。

○ 西の湖に浮かぶ「権座」の水田では、
田舟を利用した稲作や景観保全等の活動
を契機に、新たな酒米の生産と地酒生産の
取組に発展し、さらに都市農村交流の場
とし収穫感謝祭等へ繋がり、地域振興・観
光資源ＰＲができ、地元のやる気に繋が
った。
３月・１０月のイベント のべ500人/年
田植え体験 のべ親子100人/年
まちづくり・農業経営視察 のべ300人/年

取組の効果

地域資源を活用した都市農村交流による地域活性化
【地区概要】
・取組面積55ha（田54ha、畑1ha）
・資源量 開水路7km、

パイプライン4km、
農道5km

・主な構成員 農業者、営農組合、
自治会、女性会、子供会 等

・交付金 約2百万円（H28）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

シラオウチョウニオノカイ（シガケンオウミハチマンシ）

船で権座へ… 田植え体験 地酒 と 収穫感謝祭

平地農業地域



機密性○情報 ○○限り

○本地域は、滋賀県の東南部に位置し、鈴鹿山脈のふもとにある中山間地域である。

○昭和の終わり頃まで最高級のもち米として皇室に献上されていた「滋賀羽二重糯」が古琵
琶湖層の土壌を生かして多く作付されていたが、この品種は栽培が難しいことから栽培す
る農家が減少してきた。

○もちの加工・販売を行う「(有)甲賀もち工房」を中心に６次産業化を進め、集落、営農組
織、学校、活動組織等が密接に連携し地域の活性化が図られている。

小佐治環境保全部会（滋賀県甲賀市）

活動開始前の状況や課題 取組内容 取組の効果

もち米を利用した地域活性化（６次産業化）
【地区概要】
・取組面積83.7ha （田83.7ha）
・資源量 開水路 32 km

農 道 17 km
ため池 5 カ所

・主な構成員 自治会、子供会、・
老人クラブ等

・交付金 約3百万円（H28）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

山間農業地域

こ さ じ こ う か

○本地域は、滋賀県の東南部に位置し、
鈴鹿山脈のふもとにある中山間地
域であり、少子高齢化・農家離れ
が深刻な状態である

○昭和の終わり頃まで最高級のもち米
として皇室に献上されていた「滋
賀羽二重糯」が多く作付されてい
たが、この品種は栽培が難しいこ
とから栽培する農家が減少してき
た

○小佐治もちの知名度を上げるため
「甲賀もちふる里まつり」に参画

○ もちに使用する「よもぎ」を遊休
農地を利用して栽培し、収穫は高齢
者グループに手伝ってもらうなど地
域一体の取組を行っている

○小中学校への食農教育、社会見学の
受入、生物観察会等を通して、世代
を超えた交流が行われている

○「(有)甲賀もち工房」を中心に、いろ
いろな活動が、女性や老人の雇用対策
や生きがいとなっている

○「甲賀もちふる里まつり」には、地元
住民約80人がスタッフとなり、子供か
らお年寄りまで参加し、集落のコミュ
ニティの場となっている

○豊かな生き物を育む水田づくりや環境
こだわり農業に積極的に取り組み、安
心安全な農産物の提供を行っている

○遊休農地の解消

機密性○情報 ○○限り

○ 当地域は戦中に干拓された地区で、
物資のない時代なので築堤で締め切り
排水後、腰まで泥水に浸かりながら田
植えをした。その後、徐々に整備され
昭和２６年に圃場らしくなった。

○ 昭和の終わりから平成にかけて大
区画の圃場整備事業が行われ排水路
も深くなった。しかし干拓地なので腐埴
土の浮遊物が多く排水と一緒に流れる
ので、回遊しながら沈殿をさせて外湖に
排水する水質浄化池が築造された。

○平成１９年４月より農地・水・環境の良好な保全と質的向上をはかるため、琵琶湖と共生
する「持続可能な農業・農村」の実現に向け活動がスタートした。

○当初、圃場の整備状況や行政区の違いから２組織で活動を開始したが平成２４年度より組
織化され一本化して取り組むこととなった。

○水質浄化池の機能維持活動の参加者は自治会の行事として取り組む地域もあり今後も継続
的に活動していける体制作りができている。

小中之湖地域環境保全会（滋賀県近江八幡市・東近江市）

活動開始前の状況や課題

○ 池の浚渫作業

○ 生き物観察会

○ ヨシ刈り
○ カラス貝の生育調査

取組内容

親水公園としても活用され、ボーイスカウト
などいろんな活動にも利用されている。

○ヨシ刈り・ヨシ焼きを毎年実施することに
より質のいいヨシに育ってきている。

刈ったヨシは地域の祭り行事に活用され、
池のヨシは浄化作用として群生している。

○浚渫作業を毎年実施。

池に水を通すことにより毎年大量の沈殿浄化
によるヘドロが溜まっている。浚渫によって池
の機能が保たれている。

取組の効果

公共用水域の水質保全活動に対する効果
【地区概要】
・取組面積253ha（田243ha、畑10ha）
・資源量 開水路59km、

パイプライン12km、
農道27km

・主な構成員 自治会、農業者、
老人会、子供会 等

・交付金 約１千万円（H27）

農地維持支払
資源向上支払（共同）

【 池の維持管理活動 】
○草刈りを年４～５回実施することにより
景観及び環境整備が充実している。

○ 池周辺の草刈り

しょうなかのこちいきかんきょうほぜんかい

平地農業地域

w216631
四角形



滋賀県中間評価書　評価根拠 　

アンケート・自己評価項目 設問内容

【当初】
結果（％）
※設問に
対して「は
い」の割合

【見直後】
結果（％）

総合評価 備考

H27活動組織アンケート
Ⅲ問8（1）【地域類型別・
活動開始時期別】

本交付金がなければ、活動の対象農用
地内に遊休農地が発生又は面積が拡大
していたか。 38 38

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の6

本交付金がなければ、遊休農地が発
生・拡大するか。

15 67

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の７

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・地域内外からの営農者の確保や地域
住民による活用などの遊休農地の有効
活用。

15 67

H28市町評価
Ⅰ農地維持支払
（５）の１

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・共同活動により地域資源が適切に保
全管理され、遊休農地の発生が抑制さ
れている。

89 89

H27活動組織アンケート
Ⅲ問8（2）

共同活動による遊休農地の解消や農地
周りの保全管理などを通じて、病害虫の
発生が抑制されたと思うか。 84 84

H27活動組織アンケート
Ⅲ問8（3）

共同活動による遊休農地の解消や農地
周りの保全管理、清掃活動などを通じ
て、ゴミのポイ捨てや粗大ゴミの不法投
棄が抑制されていると思うか。

65 65

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の4

本交付金がなければ、農用地への鳥獣
被害が拡大するか。

31 85

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の８

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・鳥獣被害の防止などの農地利用や地
域環境の改善。

20 10

H28市町実態調査
問11（1）

「①営農の作業効率・安全性の確保が
図られた」

－ 48

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の1

本交付金がなければ、農業者の保全管
理作業に係る負担が増大し、適切な保
全管理が難しくなるか。 89 91

H28活動組織自己評価
Ⅰ農地維持支払
（３）の７

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・担い手農家や法人等の負担軽減。

38 39

 H28市町評価
 Ⅰ農地維持支払
（ ５） の１

「地域資源 の適切 な保全管理 のための
推進活動」 に取 り組 むことにより効果 が
 あったか。

 ・共同活動 により地域資源 が適切 に保
全管理 され、遊休農地 の発生 が抑制 さ
 れている。

89 89

H27活動組織アンケート
Ⅲ問9（１）

本交付金がなければ、農業用施設（水
路、農道、ため池など）の管理や施設の
機能は粗放化、施設の機能低下が進行
していると思うか。

68 69

 H27活動組織 アンケート
 Ⅲ問9（2）

上記 で管理 の粗放化、施設 の機能低下
 が進行 していると思 うと回答 した組織 が
対象
管理 の粗放化 や施設機能 の低下 は、営
農活動 へ影響 を及 ぼしていたと思 うか。

96 96

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の3

本交付金がなければ、農業用施設の機
能低下により、営農への支障や、周辺地
域への被害が生じると思うか。 92 96

H28市町評価
Ⅰ農地維持支払
（５）の１

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・共同活動により地域資源が適切に保
全管理され、遊休農地の発生が抑制さ
れている。

89 89

H27活動組織アンケート
Ⅲ問9(3)

排水路の泥上げやため池の点検・補修
など、多面的機能支払交付金により継
続的に施設の維持管理を行う活動が、
異常気象時における被害減少や早期復
旧に役立っていると思うか。

83 83

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の5

本交付金がなければ、異常気象等への
対応が遅れ、被害が生じたり、復旧が遅
れたりすると思うか。 42 60

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の４

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・連絡網の整備や避難訓練など、地域住
民の防災・減災に対する意識の向上。

17 60

都道府県中間評価
書における
効果項目

国が実施したアンケート・自己評価結果

修正方針
および

補足説明

遊休農地の発生、
面積拡大を抑制

ｂ

活動組織のアンケートおよび
自己評価では遊休農地の発
生防止や抑制に効果があると
の意識が低いが、市町では効
果が非常に高い評価となって
いるため「ｂ」評価とした。

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直したところ、総
合評価に変更はなかった。

病害虫の発生やゴミ
の不法投棄等の抑
制により、営農への
支障が低減

ｂ

農用地での鳥獣被
害が抑制

ｃ

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織を見直ししたところ結
果に差異があったため、市町
実態調査結果を加え再評価し
たが総合評価に変更はなかっ
た。

農業者の保全管理
作業に係る負担の
軽減により、適切な
保全管理が可能

ａ

↓

ｂ

活動組織の自己評価では負
担軽減に効果が限定的である
との結果であるが、活動組織
のアンケート結果および市町
では効果が非常に高い評価と
なっているため「ａ」評価とし
た。

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直し、総合評価
の修正を行う。

　　　　　　a　→　b

農業用施設の機能
が維持され、適切に
保全管理

ａ

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直ししたところ、
総合評価に変更はなかった。

異常気象等による
被害の拡大等を抑
え、災害が発生した
場合でも迅速な対
応が可能

ｃ

↓

ｂ

排水路の泥上げやため池の
点検・補修などの基礎的な活
動が、異常気象時における被
害減少や早期復旧に役立って
いるとの認識はあるが、連絡
網の整備や避難訓練など地域
住民の防災・減災に対する意
識向上が薄いため「ｃ」評価と
した。

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直し、総合評価
の修正を行う。

　　　　　　　ｃ　→　b

w216631
テキスト ボックス
資料２－４



滋賀県中間評価書　評価根拠 　

アンケート・自己評価項目 設問内容

【当初】
結果（％）
※設問に
対して「は
い」の割合

【見直後】
結果（％）

総合評価 備考

都道府県中間評価
書における
効果項目

国が実施したアンケート・自己評価結果

修正方針
および

補足説明

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の１０

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・自然災害や二次災害による被害の抑
制・防止。

13 40

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の1

本交付金がなければ、農業者の保全管
理作業に係る負担が増大し適切な保全
管理が難しくなると思うか。 89 91

H28活動組織自己評価
Ⅰ農地維持支払
（３）の７

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・担い手農家や法人等の負担軽減。

38 39

H28市町実態調査
問11（1）⑦

「⑦施設の維持管理費の低減が図られ
た」

－ 73

H27活動組織アンケート
Ⅱ問1(3)

あなたの地域づくりのリーダー（活動組
織の代表者等）について

あなたの地域では、地域づくりのリー
ダー（活動組織の代表者等）の後継者は
いますか。

56 56

H27活動組織アンケート
Ⅱ問1(4)

あなたの地域づくりのリーダー（活動組
織の代表者等）について

あなたの地域では、地域づくりのリー
ダー（活動組織の代表者等）の後継者と
なる人材を育成するような取組を行って
いるか。

25 25

H27活動組織アンケート
Ⅱ問1(5)

あなたの地域づくりのリーダー（活動組
織の代表者等）について

上記で「行っている」と回答された組織が
対象。
本交付金による取組は、地域づくりの
リーダーの育成に役立っているか。

88 88

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の13

本交付金がなければ、地域を取りまと
め、行動を起こすリーダーや役員が育ち
にくくなると思うか。 19 22

H28市町実態調査
問11（1）

「⑤施設の管理体制の強化・リーダーの
育成が図られた」

－ 51

 H27活動組織 アンケート
 Ⅰ問( ４-２)

「 ２．広域活動組織以外 の活動組織」 と
回答 した組織 が対象

今後、広域活動組織 へ移行 することを検
討 しているか。

25
※

評価判定
外

 H27活動組織 アンケート
 Ⅱ問2

活動組織 の事務手続 きについて

 ・活動組織 の事務 は誰 が行 っているか。
 ・事務 を「外部 に委託 およびアルバイト
（活動組織 が雇用）」 している組織 におい
 て、 どのような機関 または人 に委託 して
 いるか。

【回答結果】
事務 は９割以上 が活動組織 の構成員、
委託先 は土地改良区 や構成員以外 の
個人

8
※

評価判定
外

H27活動組織アンケート
Ⅱ問5

活動組織の設立前と設立後の活動への
参加者数の変化及び設立以降、多面的
機能支払に取り組む中での活動参加者
数の変化について、活動区分ごとに回
答すること

【評価判定式】対象（１）（２）
活動参加者の変化において、増加して
いる結果の割合

－ 50

H27活動組織アンケート
Ⅱ問6

地や農業用水路等の保全活動に関し
て、参加状況などから判断して、農業者
及び非農家それぞれについて、意識が
高いと思われる方はどの程度いると思う
か。活動組織設立前と現在で、回答する
こと。

【評価判定式】対象：長寿命化取組組織
農業者および非農業者の農業施設保全
の意識の高さが現在「４．大半」及び「５．
ほぼ全員」と回答した組織

－ 50

H27活動組織アンケート
Ⅱ問7

あなたの地域では、集落間で話し合った
り、共同で活動したりするなどの集落間
の連携がを行っているか。活動組織設
立前と現在のそれぞれ回答すること。

【評価判定式】
評価対象組織を活動組織設立前に「本
交付金の取組内容のみならず、その他
の連携が図られていなかった組織」と
し、現在が「連携が図られている」と回答
した割合

－ 57

地域をまとめ、行動
を起こすリーダーや
役員が育成

ｃ

農業者による農業
用施設の保全管理
作業に係る負担が
軽減

ｂ

活動組織のアンケートと自己
評価では結果に差異がある
が、非農業者を含めての共同
作業により農業者の作業に係
る負担が軽減したとの意見が
多いことから「ｂ」評価とした。

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織を見直ししたところ結
果に差異があったため、市町
実態調査結果を加え再評価し
たが総合評価に変更はなかっ
た。

地域づくりのリーダーの後継
者となる人材を育成するような
取組が積極的に行われていな
ことを重視し「c」評価とした。

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートの評価対象組織の見直
ししたが、活動組織のアンケー
ト結果だけでは地域づくりの
リーダーの人材育成について
の総合評価が難しかったた
め、市町実態調査結果を加え
再評価したところ総合評価に
変更はなかった。

集落間や集落内で
協力して行う取組や
非農業者が参画す
る取組が増加する
等、地域資源の保
全管理のための体
制が強化

ｃ

↓

ｂ

広域活動組織への移行はあま
り検討されておらず、集落間で
話し合ったり、集落間の連携も
あまり多くないことから「c」評
価とした。

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートの評価対象組織や評価
判定式を見直し、総合評価の
修正を行う。

　　　　　　ｃ　→　b



滋賀県中間評価書　評価根拠 　

アンケート・自己評価項目 設問内容

【当初】
結果（％）
※設問に
対して「は
い」の割合

【見直後】
結果（％）

総合評価 備考

都道府県中間評価
書における
効果項目

国が実施したアンケート・自己評価結果

修正方針
および

補足説明

 H28活動組織自己評価
 Ⅰ農地維持支払
（ ２）

 あなたの組織 が、活動計画書「 Ⅲ活動 の
計画」 に定 めた「地域資源 の適切 な保全
管理 のための推進活動」 について、平成
27年度 までの取組状況 に該当 するもの

【回答結果】
「関係者間 で地域 の現状 や目標 を共有
 できた」 が最 も多 く約 ８割、次 いで「課題
解決 や保全管理 の方法(体制 や役割分
担等） を検討」、「目標 に向 けた課題 を整
理 できた」 が続 いている

－
※

評価判定
外

H28活動組織自己評価
Ⅰ農地維持支払
（３）

あなたの組織が行った「地域資源の適
切な保全管理のための推進活動」によっ
て、その活動を取り組まなかった場合と
比べて、効果が現れている、又は現れる
ことが見込まれているか。

６．農地・水路等を保全管理する人材の
確保

34 63

H27活動組織アンケート
Ⅲ問11(3-1)

活動を通じて、景観形成のための植栽
面積が増えたり、雑草の繁茂や不法投
棄が減るなど、景観形成・生活環境保全
の効果が出てきたと思うか。

73 73

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の7

本交付金がなければ、雑草の繁茂や不
法投棄により景観が悪くなると思うか。

58 64

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の１１

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・農村環境（景観や水質、生態系、水源
かん養、資源循環等）の向上。

74 74

H27活動組織アンケート
Ⅲ問11(1-1)

活動を通じて、生息する在来生物の種
類や生息数が増えたり、外来生物の生
息範囲や生息数が減るなど、生態系保
全の効果が出てきたと思うか。

58 58

H27活動組織アンケート
Ⅲ問11(2-1)

活動を通じて、地域の農業用水などの水
の濁りや異臭が減少するなど、水質保
全の効果が出てきたと思いますか。 79 79

H27活動組織アンケート
Ⅱ問15の8

本交付金がなければ、希少生物の減少
や外来種の増加、水質の悪化等の問題
が生じると思うか 17 17

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の１１

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・農村環境（景観や水質、生態系、水源
かん養、資源循環等）の向上。

74 74

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の9

本交付金がなければ、伝統的な農業技
術や農業に由来する行事、伝統文化が
継承されにくくなると思うか。 8 50

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の１３

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・伝統農法・文化の復活や継承を通じた
農村コミュニティの強化。

11 43

H27活動組織アンケート
Ⅲ問11(1-2)

活動を通じて、参加者は、生態系保全に
対する関心や理解、取組の協力意識が
高まっていると思うか。 68 68

H27活動組織アンケート
Ⅲ問11(2-2)

活動を通じて、参加者は、水質保全に関
する関心や理解、取組の協力意識が高
まっていると思いますか。 87 87

H27活動組織アンケート
Ⅲ問11(3-2)

活動を通じて、参加者は、景観形成・生
活環境保全に対する関心や理解、取組
の協力意識が高まっていると思うか。 86 86

H27活動組織アンケート
Ⅲ問13の⑩

生態系保全について多面的機能支払の
取組により効果があったと思うか。

36 36

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の５

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・地域住民の農村環境（景観や水質、生
態系、水源かん養、資源循環等）の保全
への関心の向上。

77 77

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直し、総合評価
に変更はなかった。

地域の生態系や水
質が保全向上

ｂ

生態系や水質の保全に対し
て、アンケート結果より一部の
設問で効果が薄いとの結果が
みられるが、概ね効果がある
と評価し「b」評価とした。

地域の景観が保全・
向上

ｂ

伝統的な農業技術
や農業に由来する
行事、伝統文化の
継承・復活

ｄ

↓

ｃ

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直し、総合評価
の修正を行う。

　　　　　　　ｄ　→　c

活動に対する関心
や理解、協力意識
が向上

ｂ



滋賀県中間評価書　評価根拠 　

アンケート・自己評価項目 設問内容

【当初】
結果（％）
※設問に
対して「は
い」の割合

【見直後】
結果（％）

総合評価 備考

都道府県中間評価
書における
効果項目

国が実施したアンケート・自己評価結果

修正方針
および

補足説明

 H27活動組織 アンケート
 Ⅲ問12（ １）

資源向上支払（長寿命化） の取組 により
保全管理 している施設 は、取組開始前
 は、 どのような状況 だったか。

【回答結果】
破損、老朽化、水 が溢 れたこと等 により
 ・農業生産等 に被害 あり　40％
 ・農業生産等 に影響 あり　60％

－
※

評価判定
外

H27活動組織アンケート
Ⅲ問12（２）

資源向上支払（長寿命化）に取り組まな
かった場合、10年後の農業用排水路等
はどのようになると思うか。

【評価判定式】対象：長寿命化取組組織
「１．破損、老朽化、水が溢れる等による
農業生産や周辺地域への被害の発生
が想定され、何らかの対処が必要である
と思う」及び「２．破損、老朽化等により
農業生産への影響が出ると思う」と回答
した組織

－ 100

H27活動組織アンケート
Ⅱ問6

地や農業用水路等の保全活動に関し
て、参加状況などから判断して、農業者
及び非農家それぞれについて、意識が
高いと思われる方はどの程度いると思う
か。活動組織設立前と現在で、回答する
こと。

【評価判定式】対象：長寿命化取組組織
農業者および非農業者の農業施設保全
の意識の高さが現在「４．大半」及び「５．
ほぼ全員」と回答した組織

－ 50

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の３

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・地域住民で整備・補修した施設を大事
に使おうという意識の向上。

44 64

H27活動組織アンケート
Ⅲ問10

多面的機能支払交付金の取り組みを通
じて、参加者は、地域資源（農地や農業
用施設、農道など）の保全管理に対する
構成員の知識、補修等の技術力が向上
したか。

58 58

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の９

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・地域住民の水路や農道等の知識や補
修技術の向上。

43 57

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の1

本交付金がなければ、農業者の保全管
理作業に係る負担が増大し、適切な保
全管理が難しくなると思うか。 89 91

H28活動組織自己評価
Ⅰ農地維持支払
（３）の７

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・担い手農家や法人等の負担軽減。

38 38

H27活動組織アンケート
Ⅲ問13の①～⑧

以下の項目について多面的機能支払の
取組により効果があったと思うか。

①地域が目指す方向についての話し合
い
②地域の行事やイベント
③高齢者を中心とした地域活動
④子どもが参加する地域活動
⑤女性を中心とした地域活動
⑥都市と農村の交流
⑦大学等との連携
⑧企業との連携

【回答結果】
８項目に対して、効果のあったとする回
答率の平均は21％

－ 21

H27活動組織アンケート
Ⅲ15の10

本交付金がなければ、地域ぐるみの活
動機会が減少し、地域の活性が低下す
ると思うか。 64 68

H27活動組織アンケート
Ⅲ15の11

本交付金がなければ、地域のまとまりや
つながりが弱くなると思うか。

47 45

 H28活動組織自己評価
 Ⅱ資源向上支払
（ ３） の４

「多面的機能 の増進 を図 る活動」 に取 り
組 むことにより効果 があったか。

 ・連絡網 の整備 や避難訓練 など、地域住
民 の防災 ・減災 に対 する意識 の向上。

17
※

評価判定
外

H28活動組織自己評価
Ⅱ資源向上支払
（３）の６

「多面的機能の増進を図る活動」に取り
組むことにより効果があったか。

・地域コミュニティの維持・発展に対する
意識の向上。

31 31

施設の長寿命化の
活動により、農業用
排水路等の機能が
増進

ａ

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直ししたところ、
総合評価に変更はなかった。

農業者による農業
用施設の日常の維
持管理に係る負担
が軽減

ｂ

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織の見直ししたところ、
総合評価に変更はなかった。

長寿命化の取組については、
機能診断等により整備の必要
性の高い施設から計画的に整
備されていることから「a」評価
とした。

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートの評価判定式を見直し
したところ、総合評価に変更は
なかった。

長寿命化の活動に
対する関心や理解、
協力意識が向上

ｂ

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートおよび自己評価の評価
対象組織や評価判定式を見直
ししたところ、総合評価に変更
はなかった。

農業用施設の補修
技術や知識が向上

ｂ

地域ぐるみの関わり
が増えて地域活性
が高まり、地域コミュ
ニティの維持・強化

ｂ

地域住民の防災・減災に対す
る意識や地域コミュニティの維
持・発展に対する意識はそう
高くはないが、農林業センサス
の結果から、多面に取り組ん
でいない組織に比べ取り組ん
でいる組織が寄り合いの開催
回数について60％多い結果と
なっていることから「ｂ」評価と
した。

当初の評価結果の確認のた
め、市町実態調査結果を加え
再評価したが総合評価に変更
はなかった。



滋賀県中間評価書　評価根拠 　

アンケート・自己評価項目 設問内容

【当初】
結果（％）
※設問に
対して「は
い」の割合

【見直後】
結果（％）

総合評価 備考

都道府県中間評価
書における
効果項目

国が実施したアンケート・自己評価結果

修正方針
および

補足説明

H28市町実態調査
問11（1）

「⑫活動を通じたコミュニティ機能の向
上が図られた」

－ 60

H28市町実態調査
問11（２）

「⑤農村地域の活性化が図られた」

－ 56

H27活動組織アンケート
Ⅱ問7

あなたの地域では、集落間で話し合った
り、共同で活動したりするなどの集落間
の連携を行っているか。活動組織設立
前と現在のそれぞれについて回答する
こと。

【評価判定式】
設立時には連携が図られておらず、現
在は図られている組織の割合

- 29

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の12

本交付金がなければ、近隣の集落等が
協力して行う取り組みが減少し、連携が
弱まると思うか。 11 50

H27活動組織アンケート
Ⅲ問13の⑪

農地の利用集積（集落営農の設立や農
業経営の法人化の推進等）について多
面的機能支払の取組により効果があっ
たと思うか。

25 29

H27活動組織アンケート
Ⅲ問14(1)

共同活動を行っている区域において、活
動組織の設立以降、集落営農組織が設
立された、あるいは設立が検討されてい
るか。

25 43

H27活動組織アンケート
Ⅲ問14（２）

上記で「集落営農組織が設立あるいは
設立が検討されている」と回答した組織
が対象

多面的機能支払交付金の取組は、集落
営農組織の設立や、設立に向けた話し
合い等のきっかけに役立っているか。

67 67

H27活動組織アンケート
Ⅲ問14(4)

農地の利用集積や集積に向けた話し合
い等のきっかけになるなど、多面的機能
支払交付金の取組は役立っているか。 66 66

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の14

本交付金がなければ、担い手農家等へ
の農地集積が停滞すると思うか。

22 14

H28市町評価
Ⅰ農地維持支払
（５）の２

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・人・農地プランを踏まえた具体的な取
組が進められている。

32 33

H28市町評価
Ⅰ農地維持支払
（５）の３

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・農地中間管理機構の重点実施区域等
に設定された。

3 4

H28市町評価
Ⅰ農地維持支払
（５）の6

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・担い手への農地利用集積や集約が進
んでいる。

43 47

H28市町実態調査
問11（２）

「②農地の集積・集約化が図られた」

－ 32

H27活動組織アンケート
Ⅲ問15の2

本交付金がなければ、農業の担い手が
育成されにくくなると思うか。

22 57

H27活動組織アンケート
Ⅲ問14(1)

共同活動を行っている区域において、
活動組織の設立以降、集落営農組織が
設立された、あるいは設立が検討され
ているか。

－ 43

H27活動組織アンケート
Ⅲ問14（２）

上記で「集落営農組織が設立あるいは
設立が検討されている」と回答した組織
が対象

多面的機能支払交付金の取組は、集落
営農組織の設立や、設立に向けた話し
合い等のきっかけに役立っているか。

－ 67

新たに国から示された評価方
法に基づき、活動組織のアン
ケートの評価対象組織や評価
判定式を見直し、総合評価の
修正を行う。

　　　　　　　ｄ　→　ｃ

担い手農家等への
農地集積に向けた
取組が推進

ｃ

活動組織のアンケートでは、
集落営農組織が設立や農地
の利用集積のための話合いの
きっかけになっていることが認
められるが、市町評価では具
体的な取組があまり進んでい
ないことから「ｃ」評価とした。

当初の評価結果の確認のた
め、市町実態調査結果を加え
再評価したが総合評価に変更
はなかった。

農業の担い手の育
成が推進

集落の枠を越えた
話し合いや活動等
が増え、集落間での
交流が活性化

ｄ

↓

ｃ

集落間の連携は設立前に比
べ、若干増加傾向にあるが、
本交付金による効果があまり
認められないため「d」評価とし
た。

ｃ

新たに国から示された評価方
法に基づき、評価資料にアン
ケート項目を追加し、活動組織
アンケートおよび市町評価の
評価対象組織を見直ししたと
ころ、総合評価に変更はな
かった。



滋賀県中間評価書　評価根拠 　

アンケート・自己評価項目 設問内容

【当初】
結果（％）
※設問に
対して「は
い」の割合

【見直後】
結果（％）

総合評価 備考

都道府県中間評価
書における
効果項目

国が実施したアンケート・自己評価結果

修正方針
および

補足説明

H28市町評価
Ⅰ農地維持支払
（５）の４

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・担い手の確保が進んでいる。

21 25

H28市町評価
Ⅰ農地維持支払
（５）の５

「地域資源の適切な保全管理のための
推進活動」に取り組むことにより効果が
あったか。

・集落営農組織の法人化への検討がな
されている、又は法人化された。

21 34

 H27活動組織 アンケート
 Ⅱ問13 の⑫

地産地消（地元 で生産 されたものを地元
 で消費 する） について多面的機能支払 の
取組 により効果 があったと思 うか。 11

※
評価判定

外

H27活動組織アンケート
Ⅱ問13の⑬

６次産業化（農業生産と加工・販売の一
体化や地域資源を活用した新たな産業
の創出）について多面的機能支払の取
組により効果があったと思うか。

0 0

H27活動組織アンケート
Ⅲ問14(3)

多面的機能支払交付金の取組は、新た
な生産品目づくり、農業経営の複合化、
６次産業化などのきっかけになるなど、
地域農業の発展に役立っているか。

20 20

H28市町実態調査
問11（2）

「③農産物の高付加価値化（ブランド米
等）が図られた」

－ 23

H28市町実態調査
問11（2）

「④６次産業化が図られた」

－ 16

H27活動組織アンケート
Ⅲ問14(5)

農業生産基盤整備の実施や検討開始
のきっかけになるなど、多面的機能支払
交付金の取組は役立っていますか。 67 67

 H27活動組織 アンケート
 Ⅲ問14(6)

上記 で役立 っていると回答 した組織 が対
象

実施 や検討 をされた工種 は何 か。

【回答結果】
「用水路、排水路 の補修 や更新」 が９
割、「除礫」「農道 の舗装 ・拡幅」 が１４％
「田、畑 の区画拡大」「客土」 がそれぞれ
 ５％

－
※

評価判定
外

H27活動組織アンケート：平成27年１１月に国が実施したアンケート結果。滋賀県では３６組織が対象となっている。国第三者委員会(H28.3.11)資料として掲載

H28活動組織自己評価：平成28年7月に国が実施した自己評価結果。滋賀県では９２組織が対象となっている。

H28市町評価：平成28年7月に国が実施した活動組織向け自己評価の結果を踏まえて各市町が評価している。

H28市町実態調査：平成28年9月に国が実施した交付金の効果等に関する実態調査。各市町が管内の活動組織について回答している。

大区画化等の生産
基盤整備に対する
意識の向上

ｂ

新たに国から示された評価方
法に基づき、評価資料からア
ンケート項目を削除し再評価し
たが、総合評価に変更はな
かった。

かった。

取組が契機となり、
新たな生産品目の
導入、経営の複合
化、6次産業化等の
取組が推進

ｄ

当初の評価結果の確認のた
め、市町実態調査結果を加え
再評価したが総合評価に変更
はなかった。

資源向上支払（共同）の環境保全型に取
り組んでいる組織が対象

水質保全対策事業で整備した浄化池の
管理ならび通常水準と比較し10％以上
の節水管理に取り組んだ場合、交付単
価を500円/10a（田）アップしているが、こ
れらの取り組みにより地域にもたらされ
たと感じる効果を次の中から選んでくだ
さい。

①環境に対する意識が向上した
②地域の水質が良くなった
③農地や農村に人のにぎわいが戻った
④農家と非農家との関係がより良好に
なった
⑤施設（浄化池やかんがい施設）を大切
にする気持ちが高まった
⑥他の施設や農地を維持・保全する気
持ちが高まった
⑦その他（以下の欄に記入してくださ
い。）

【回答結果】（対象10組織）
全ての組織が効果があると回答

「環境に対する意識が向上した」が８組
織
「施設（浄化池やかんがい施設）を大切
にする気持ちが高まった」が７組織
「農家と非農家との関係がより良好に
なった」が６組織
以下「他の施設や農地を維持・保全する
気持ちが高まった」「地域の水質が良く
なった」「農地や農村に人のにぎわいが
戻った」の順

100 100 ａ

公共用水域の水質
保全活動に対する
効果

H28活動組織滋賀県独自
アンケート


